
策定者

本ロードマップ
の役割

最終目標
（管理計画の目標）

森林域での捕獲 在来種モニタリング 捕獲後の対応 集落地区 市街地地区

2018年度

（1年目）

2019年度

（2年目）

2020年度

（3年目）

 

2021年度

（4年目）

2022年度

（5年目）

2023年度

（6年目）

2024年度

（7年目）

2025年度

（8年目）

2026年度

（9年目）

2027年度

（10年目）

⑤ 奄美大島全域について、進捗状況の把握や評価を行い、取組や計画にフィードバックしながら順応的な対策を行う。【全体の評価と見直し】

希少種生息域（森林内）からのノネコの捕獲排除 ノネコの発生源対策
全体の評価と見直し

奄美大島ノネコ管理計画 ロードマップ(2023年度改訂)

環境省沖縄奄美自然環境事務所、鹿児島県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町

奄美大島全域においてノネコ管理計画に基づくネコ対策を着実に進めるにあたり、関係機関の対策を加速させ、連携をさらに強化するため、具体的な対策手順やスケジュールを示すもの。

多くの固有種・希少種を含む奄美大島の生態系に対してノネコが及ぼす潜在的、顕在化した影響を取り除き、さらにノネコの発生源対策を講じることで、同島独自の在来生態系の保全に資する。

最終目標達成に
向けた手順
（概略）

捕獲等事業と並行して、適正飼養、捕獲個体の譲渡の推進等の対策を確実に進めることで（①～⑤）、ネコによる在来生態系への影響排除を継続可能な形で実現する。

① 奄美大島南西部のエリアを捕獲作業モデル地域（南西部捕獲地域）として試行的な対策を行い、ノネコ捕獲やモニタリング等の対策手法の検証を行う。【ノネコの捕獲排除】

② 適正飼養の重点地区（集落地区）とネコ適正飼養モデル地区（市街地地区）を設定し、TNR、マイクロチップ装着、不妊去勢等の実施率を向上させるための取組を重点的に行う。【ノネコの発生源対策】

③ 南西部捕獲地域での検証結果を踏まえて、奄美大島全域でノネコ捕獲やモニタリング等の対策を行う。【ノネコの捕獲排除】

④ 適正飼養の重点地区（集落地区）を拡大していくとともに、ネコ適正飼養モデル地区（市街地地区）での取組を他地区へ展開していく。【ノネコの発生源対策】

【目標】
・譲渡の推進

※捕獲地域優先順位
① 国立公園区域

②現捕獲地域に隣接
する地域で優先度を
判断

【目標】
・効率的な捕獲手法の確立

【第１期目標】
①：70%
②：80％
③：60％
④：80%以上

【第２期目標】
①：80%
②：90％
③：70％
④：80～90%

【第３,４期目標】
①：90～100%
②：100％
③：70％
④：80～90%以上

奄美大島全域における
捕獲手法・方針を決定

2022目標：南西部捕獲地域におけるノネコの顕著な減少

2020目標：ノネコの管理手法を一定程度確立

2027目標：奄美大島全域におけるノネコの低密度化、集落及び市街地地区から新たなノネコ・ノラネコが発生しないこと

2025目標：奄美大島全域におけるノネコの捕獲展開、飼い猫の適正飼養の徹底、ノラネコの顕著な減少

＜重点地区A＞

＜重点地区B＞

＜重点地区C＞

【第２期目標】
重点地区Aの
第１期目標と
同じ

【第３期目標】
重点地区Aの
第２期目標と
同じ

【第４期目標】
重点地区Aの
第３，４期目
標と同じ

【第３期目標】
重点地区Aの
第１期目標と
同じ

【第４期目標】
重点地区Aの
第２期目標と
同じ

＜南西部捕獲地域＞

・モニタリングの併用
・在来種混獲の低減

【目標】
・奄美大島全
域におけるノ
ネコの低密度
化

【目標】
・南西部捕獲地域におけ
る在来種生息状況の把握

【目標】
・奄美大島全
域における在
来種生息状況
の把握

目標 ：全体目標 方針

＜南西部捕獲地域＞

＜奄美大島全域＞

＜奄美大島全域＞

・民間団体主体によ
るノラネコモニタリ
ングの実施（計4回）

・全域モニタリング
の実施

（~2025年度)

・市街地にネコ適正飼養モデル地区を設定
し、地域住民、民間団体と適正飼養を推進
【目標項目】

重点地区と同じ

モデル地区の設定

＜モデル地区＞

【目標】
・モデル地区にお
けるネコの状況の
把握

・必要な手法の検討

・地区住民主体によ
るノラネコモニタリ
ングの継続実施
（計1～2回/年）
・モデル地区取組の
他エリアへの展開

《凡例》

：方針主な取組
（色は実施主体で変更）

最終目標：生態系に対するノネコの影響の排除、在来種の生息密度や生息範囲の増加・回復

・全域捕獲体制の確保
（2024~2026年度）
・捕獲作業の効率化

・各取組の進捗状況の整理、
内容の点検、見直し

・取組全体の進捗状況の評価、
必要に応じた計画の見直し
・飼い猫条例の点検、見直し

・全体の進捗状況評価、内容
の点検、見直し
・飼い猫条例の点検、見直し

・奄美大島全体におけるノ
ネコの個体数推定
・ノネコ管理計画の目標達
成状況の評価、今後の対策
の決定

：全体評価

・普及啓発の実施

重点地区の設定
・希少種の保全上重要な地域の隣接地区を

基に３つの重点地区（集落単位）を設定
・2021年度以降を４期に分け対策を実施
【目標項目】

①：飼い猫のマイクロチップ装着率
②：外飼いネコの不妊去勢率
③：完全室内飼いの割合
④：ノラネコのTNR率

：環境省 ：県 ：協議会 ：全体 ：その他

・飼い猫登録状況の整理更新
・TNR事業の実施
・条例の適切な運用

評価

実施主体

＜市街地地区＞

【目標】
・市街地地区
におけるネコ
の状況の把握

【目標】
・モデル地区にお
けるネコの状況の
把握

【奄美大島ノネコ対策ワーキング
グループの開催】

【目標】
・適正飼養の徹底

・集落地区（各年度の重
点地区に対応）、市街地
地区で講習会、キャン
ペーンを実施
・関係機関への情報提供

・普及啓発の実施
（開催事務：鹿児島県）

・各市街地地区
に適したTNR手法
の検討及び実施
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奄美大島ノネコ管理計画最終目標達成に向けた取組（2023 年度改訂） 

１．希少種生息域（森林内）からのノネコの捕獲排除 
（１）森林域（南西部捕獲地域）での捕獲 
【実施主体】 
環境省 

【目標】 
2020 年度 ノネコ管理手法を一定程度確立する。 
2022 年度 南西部捕獲地域においてノネコ個体数の顕著な減少が確認される。 
【取組】 
2018 年度～2023 年度 以下の取組を行う。 
・南西部捕獲地域におけるノネコの捕獲及びモニタリングを実施する。 
・南西部捕獲地域を段階的に拡大する。 
・罠の改良等による混獲対策、捕獲作業の効率化を検討する。 
【評価】 
2020～2022 年度 検討会にてノネコ捕獲の進捗について報告し、評価及びフィードバック

を行う。 
2022 年度 自動撮影カメラによるノネコ確認個体数、捕獲効率（CPUE）、在来種モニタリ

ングの結果等を用いて南西部捕獲地域におけるノネコの捕獲効果、混獲対策の評価を行う。 
 
（２）森林域（奄美大島全域）での捕獲 
【実施主体】 
 環境省 
【目標】 
2025 年度 奄美大島全域においてノネコ捕獲が展開される。 
2027 年度 奄美大島全域においてノネコ個体数を低密度化させる。 
【取組】 
2024 年度 南西部捕獲地域での捕獲結果をもとに、奄美大島全域における捕獲手法及び方

針を検討、決定する。 
2025 年度～ 以下の取組を行う。 
・奄美大島全域において、以下の優先順位をもとにノネコの捕獲及びモニタリングを実施す

るとともに体制を確保する。 
＜捕獲地域優先順位＞ 
① 国立公園 特別保護地区・第１種特別地域 
② 国立公園内 （①以外） 
③ 国立公園区域外 
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ただし、現在の捕獲作業地域に近接するエリアを優先することも考慮する。 
・罠の改良等による混獲対策、捕獲作業のさらなる効率化を検討する。 
 
【評価】 
2020～2027 年度 検討会にてノネコ捕獲の進捗について報告し、評価及びフィードバック

を行う。 
2025 年度 奄美大島全域におけるノネコ捕獲を展開し、自動撮影カメラによるノネコ確認

個体数、捕獲効率（CPUE）、在来種モニタリングの結果等を用いて行うことにより生息状

況を評価する。 
2026～2027 年度 ノネコ確認状況等を元に、ノネコの個体数推定を実施する。 
 
（３）在来種モニタリング（南西部捕獲地域） 
【実施主体】 
環境省 

【目標】 
2020 年度 在来種モニタリング手法を一定程度確立する。 
2022 年度 南西部捕獲地域において在来種の生息密度や生息範囲を把握する。 
【取組】 
2018～2020 年度 在来種モニタリング手法を検討する。 
2020 年度 以下の取組を行う。 
・アマミノクロウサギ糞塊調査によるモニタリング手法の見直しを行う。 
・南西部捕獲地域における在来種モニタリング用自動撮影カメラを継続する（マングース防

除事業との連携）。 
【評価】 
2020～2022 年度 検討会にて南西部捕獲地域における在来種モニタリングの結果につい

て報告し、評価及びフィードバックを行う。 
2022 年度 南西部捕獲地域における自動撮影カメラ調査、アマミノクロウサギ糞塊調査等

による在来種のモニタリング状況及び回復状況を評価する。 
 
（４）在来種モニタリング（奄美大島全域） 
【実施主体】 
環境省 

【目標】 
2022 年度 奄美大島における在来種モニタリング手法を確立する。 
2025 年度 奄美大島全域で在来種モニタリングを実施する。 
2027 年度 奄美大島全域で在来種の生息密度や生息範囲を把握する。 
【取組】 
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2020 年度～2022 年度 長期的、広域的な在来種モニタリング手法について検討する。 
2020 年度～ 在来種モニタリング用自動撮影カメラを継続する（マングース防除事業との

連携）。 
2025 年度～ 奄美大島全域において在来種モニタリングを実施する。 
【評価】 
2020～2027 年度 検討会にて在来種モニタリングの結果について報告し、評価及びフィー

ドバックを行う。 
2027 年度 奄美大島全域における自動撮影カメラ調査等による在来種のモニタリング状況

及び回復状況を評価する。 
 
（５）捕獲後の対応 
【実施主体】 
奄美大島ねこ対策協議会、鹿児島県、環境省 

【目標】 
2020～2027 年度 島内外へのさらなる譲渡を推進する。 
【取組】 
2020～2027 年度 島外（全国各地、鹿児島県）及び島内への譲渡について、各主体が連携

して譲渡認定者の募集やノネコ対策に関する啓発等を実施する。また、取組を円滑に実施し

ていくため、鹿児島県は必要な情報提供等の支援を行う。 
【評価】 
2022、2025 年度 捕獲ネコ譲渡実施要領を点検し、必要に応じて見直しを検討する。 
 
 

２．ノネコの発生源対策 
（１）集落地区における適正飼養の推進 
【実施主体】 
奄美大島ねこ対策協議会、鹿児島県 

【目標】 
2025 年度 奄美大島全域においてマイクロチップの装着等飼い猫の適正飼養の徹底、ノラ

ネコの顕著な減少が見られる。 
2027 年度 奄美大島全域において新たなノネコ・ノラネコが発生しない。 
【取組】 
2018～2027 年度 奄美大島全域において飼い猫の適正飼養や飼い猫条例について普及啓

発を実施するとともに、条例の適切な運用により適正飼養を推進する。また、取組を円滑に

実施していくため、鹿児島県は必要な情報提供等の支援を行う。 
2019～2020 年度 ノラネコ生息状況及び飼い猫登録状況を把握するため、飼い猫登録者か
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ら文書や聞き取りにより飼い猫状況（死亡、飼い主変更、その他等）の情報を収集し、飼い

猫登録台帳を整理する。また、飼い猫登録を促すため住民登録窓口での周知や広報誌掲載等

の普及啓発を行う。 
2020 年度 集落地区について、飼い猫及びノラネコ対策を重点的に取り組む地区を A、B、

C に分け、A から順に対策に取り組む。区分けの基準は原則以下のとおりとするが、発生源

対策の進捗状況や集落の協力体制等も考慮した上で設定する。 
＜重点地区設定基準＞ 
A 地区：希少種の保全上重要な地域に隣接した地区 
B 地区：A 地区に準ずる地区 
C 地区：B 地区に準ずる地区 
 
2021～2027 年度 重点地区において以下の取組を行う。 
・マイクロチップ及び不妊去勢手術未実施の飼い猫の飼い主への案内、周知を行う。 
・各集落へ獣医師を派遣し、飼い猫へのマイクロチップ及び不妊去勢手術を実施する。 
・モニタリングを組み合わせた TNR 事業を継続して実施する。 
・完全室内飼いの啓発を行う。 
・重点地区 A～C において目標Ⅰの段階で、鹿児島県が主体となり適正飼養の啓発（講習

会、キャンペーン等）を実施する。 
・飼い猫登録状況の整理・更新を実施する。また、飼い猫登録を促すため住民登録窓口での

周知や広報誌掲載等の普及啓発を行う。 
 
＜重点地区における数値目標＞ 

 
 
【評価】 
2022、2024、2026 年度 集落毎に数値目標の達成状況について定期的に評価を行う。 
2022 年度 集落地区において飼い猫条例の遵守状況について点検し、必要に応じて見直し

重点地区A 重点地区B 重点地区C

Ⅰ

 ① 飼い猫マイクロチップ装着率 70％
 ② 外飼いネコの不妊去勢率 80％
 ③ 完全室内飼い 60％
 ④ ノラネコTNR率 80％

2022 2024 2026

Ⅱ

 ① 飼い猫マイクロチップ装着率 80％
 ② 外飼いネコの不妊去勢率 90％
 ③ 完全室内飼い 70％
 ④ ノラネコTNR率 80～90％

2024 2026 2027

Ⅲ

 ① 飼い猫マイクロチップ装着率 90～100％
 ② 外飼いネコの不妊去勢率 100％
 ③ 完全室内飼い 70％
 ④ ノラネコTNR率 80～90％の維持

2026 2027 2027

達成時期（年度）
各項目の目標数値目標
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を検討する。 
2025 年度 奄美大島全体におけるノラネコの生息状況及び飼い猫の適正飼養状況について

集計し、評価を行う。また、飼い猫条例の遵守状況について点検し、必要に応じて見直しを

検討する。 
 
（２）市街地地区における適正飼養の推進 
【実施主体】 
奄美大島ねこ対策協議会（奄美市、瀬戸内町）、民間団体、各町内会（島民） 

【目標】 
2025 年度 市街地地区において飼い猫の適正飼養の徹底、ノラネコの顕著な減少が見られ

る。 
2027 年度 市街地地区において新たなノネコ・ノラネコが発生しない。 
【取組】 
2018～2027 年度 奄美大島全域において飼い猫の適正飼養や飼い猫条例について普及啓

発を実施するとともに、条例の適切な運用により適正飼養を推進する。また、取組を円滑に

実施していくため、鹿児島県は、必要な情報提供等の支援を行う。 
2023～2025 年度 市街地地区における発生源対策の評価設置について検討を行う。 
2020～2027 年度 以下の取組を行う。 
・飼い猫登録状況の整理・更新を実施する。また、飼い猫登録を促すため住民登録窓口での

周知や広報誌掲載等の普及啓発を行う。 
・各市街地地区に適した TNR 手法を検討し、実施する。 
・市街地地区において鹿児島県が主体となり適正飼養の啓発（講習会、キャンペーン等）を

実施する。 
 
＜モデル地区の取組＞ 
市街地地区のうち民間団体及び町内会が主体となりモニタリングに取り組む地区をモデ

ル地区として設定し、以下の取組を行う。 
2019 年度 モデル地区において、民間団体主体で町内会と協働して外ネコモニタリング（町

内にいるノラネコ・外飼い猫の頭数及び不妊去勢率の把握）を実施した。 
2020～2027 年度 以下の取組を行う。 
・モデル地区において町内会を主体とした外ネコモニタリング（１～２回／年）を継続して

実施する。 
・住民へのモニタリング参加の周知及び適正飼養に関する普及啓発を実施する。 
・モデル地区の事例をもとに、モデル地区以外の市街地においても、民間団体及び町内会が

協力して実施する外ネコモニタリングを推進し、展開を図る。 
 
【評価】 
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2022 年度 市街地地区において飼い猫条例の遵守状況について点検し、必要に応じて見直

しを検討する。 
2025 年度 市街地地区におけるノラネコの生息状況及び飼い猫の適正飼養状況について集

計し、評価を行う。また、飼い猫条例の遵守状況についても点検し、必要に応じて見直しを

検討する。 
 
 

３．ノネコ管理計画全体の評価と見直し 
【実施主体】 
環境省、鹿児島県、奄美大島ねこ対策協議会 

【評価】 
2018〜2027 年度 奄美大島ノネコ対策ワーキンググループ（事務局：鹿児島県）において、

定期的に各対策の進捗状況など情報共有を図る。以下の各年度においては、ノネコ管理計画

の取組全体の評価・見直しを行うことで、それぞれの取組間でのフィードバックを行い、奄

美大島におけるネコの適切な管理を目指す。 
2020 年度 各取組の進捗状況を整理し、内容の点検及び見直しを行う。 
2022 年度 取組全体の進捗状況を評価し、必要に応じて計画の見直しを行う。 

飼い猫条例の点検、見直しを行う。 
2025 年度 全域における取組の進捗状況を評価し、内容の点検及び見直しを行う。 

飼い猫条例の点検、見直しを行う。 
2027 年度 各取組データをもとに奄美大島全体のノネコ個体数を推定する。 

ノネコ管理計画の目標達成状況の評価を行い、今後の対策を決定する。 


